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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約480人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約100名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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出向者に対する役員給与の取扱い 
 
 
 
平成18年度税制改正および平成19年度税制改正で見直された役
員給与に関連して、出向先法人において役員となっている出向者

について出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金の取扱

いが、本年3月の法人税基本通達の改正により明確化されました。
 
本ニュースレターでは、法人税基本通達の改正により明らかとなっ

た出向者に対する役員給与の取扱いについて、その概要をご紹介

します。 

 

 

 

 

 

1. 改正前法人税基本通達の概要 
 

改正前の法人税基本通達では、出向先法人が役員である出向者

について出向元法人に支出する給与負担金について、その給与負

担金が報酬または賞与のいずれかに該当するかは、出向元法人

がその出向者に対して支給した給与が定期の報酬に該当するかも

しくは臨時の賞与に該当するかにより区分することとされていまし

た。 
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2. 改正後法人税基本通達の概要 
 

改正後の法人税基本通達では、出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれ

にも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員にかかる給与負担金の支出を出向先法人における当

該役員に対する給与の支給とし、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与につき損金算入の判定

を行うものとされました。 
 

① 出向先法人において役員となっている出向者にかかる給与負担金の額につき、出向先法人の株主

総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること 

 

② 出向契約等において、その出向者にかかる出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められ

ていること 

 

なお、上記の適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の適用を受ける場合には、出向先法人

が事前確定届出給与としての届出を行うものとされました。 
 
また、従前のとおり、出向先法人が給与負担金として支出した金額が、出向元法人が出向者に対して支給す

る給与の額を超える場合には、その超える部分の金額については出向先法人において給与負担金としての

性格はないものとして取扱われます。 

 

 

3. 出向先法人が支出する給与負担金にかかる役員給与の取扱いに関する経過措置 
 
平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する事業年度とその事業年度終了の日の翌日から同日
以後に行われる役員給与の改定までの期間（同日から3月を経過する日（保険会社にあっては、4月を経過
する日）までの期間に限る）に支出した給与負担金の額については、次の経過措置が認められています。 

 

① 出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金の額につき、出向先法人の株主総会、社員総会

またはこれらに準ずるものの決議がされていない場合であっても、出向契約等で出向期間および給

与負担金の額があらかじめ定められているのであれば、改正後の法人税基本通達の要件を満たす

ものとされ、同通達の取扱いによることができるものとされます。 
 
② 出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金の額につき、出向先法人の株主総会、社員総会

またはこれらに準ずるものの決議がされておらず、また、出向契約等で出向期間および給与負担金

の額があらかじめ定められていない場合であっても、改正前の法人税基本通達の取扱いにより報酬

とされるものの額については、定期同額給与に該当するものとされます。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡下さい。 
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